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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換素子を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上に配された配線層と、
　前記配線層の上に配され、ＣＭＰによって平坦化が施された絶縁層と、
　前記絶縁層の上に配され、前記絶縁層よりも高い屈折率を有する絶縁膜と、を有する固
体撮像装置において、
　前記絶縁層の上面に接し、前記絶縁膜の下面に接して配された第１の反射防止膜と、
前記半導体基板の上に、前記半導体基板に接して配された第２の反射防止膜と、を有する
ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２】
　前記絶縁膜は、層内レンズであることを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記層内レンズは上に凸の形状を有することを特徴とする請求項２に記載の固体撮像装
置。
【請求項４】
　前記第２の反射防止膜は、前記半導体基板に接して配されたシリコン酸化膜と、前記シ
リコン酸化膜の上に配され、前記シリコン酸化膜に接して配されたシリコン窒化膜と、を
含む請求項１乃至３のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
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　前記絶縁膜がシリコン窒化膜であり、前記絶縁層がシリコン酸化膜であり、前記第１の
反射防止層が酸窒化シリコン膜である請求項１乃至４のいずれか１項に記載の固体撮像装
置。
【請求項６】
　前記酸窒化シリコン膜の屈折率は１．６～１．８である請求項５に記載の固体撮像装置
。
【請求項７】
　前記酸窒化シリコン膜の膜厚は０．０５μｍ～１．０μｍである請求項５あるいは６の
いずれかに記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記絶縁膜の上にカラーフィルタを有する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の固体
撮像装置。
【請求項９】
　前記絶縁膜の上にオンチップレンズを有する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の固
体撮像装置。
【請求項１０】
　前記絶縁膜は、上に凸型の層内レンズであり、
　前記絶縁膜の上に配された平坦化膜と、前記平坦化膜の上に配されたカラーフィルタと
、前記カラーフィルタの上に配された平坦化層と、を有する請求項１乃至９のいずれか１
項に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記平坦化層の上に配されたオンチップレンズを有する請求項１０に記載の固体撮像装
置。
【請求項１２】
　前記配線層と前記第２の反射防止膜との間に、別の配線層を有する請求項１乃至１１の
いずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　光電変換素子を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上に配された配線層と、
　前記配線層の上に配され、ＣＭＰによって平坦化が施されたシリコン酸化膜と、
　前記シリコン酸化膜の上に配された第１のシリコン窒化膜と、を有する固体撮像装置に
おいて、
　前記シリコン酸化膜の上面に接して、前記第１のシリコン窒化膜の下面に接して配され
たシリコン酸窒化膜と、
　前記半導体基板の表面に接して配されたシリコン酸化膜と、
　前記シリコン酸化膜の上面に接して配された第２のシリコン窒化膜と、を有することを
特徴とする固体撮像装置。
【請求項１４】
　前記第１のシリコン窒化膜は層内レンズである請求項１３に記載の固体撮像装置。
【請求項１５】
　前記第１のシリコン窒化膜は、上に凸型の層内レンズであり、
　前記第１のシリコン窒化膜の上に配された平坦化膜と、前記平坦化膜の上に配されたカ
ラーフィルタと、前記カラーフィルタの上に配された平坦化層と、前記平坦化層の上に配
されたオンチップレンズと、を有する請求項１３あるいは１４のいずれかに記載の固体撮
像装置。
【請求項１６】
　前記配線層と前記第２のシリコン窒化膜との間に、別の配線層を有する請求項１３乃至
１５のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の固体撮像装置と、該固体撮像装置からの信号
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を処理する信号処理部とを有することを特徴とする撮像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光電変換装置にかかわるものであって、特に層内レンズ構造を有する装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光電変換装置の画素数の増加や、イメージサイズの縮小がすすんでいる。このよ
うな光電変換装置においては、オンチップレンズを形成し、受光部へ光を集光させる構成
が用いられている（特許文献１）。オンチップレンズを設けることによって、入射光を光
電変換素子の受光部に集光させることが可能となり、光電変換に寄与する光が増加する。
【０００３】
　しかしながら、更に有効画素領域が大きくなった場合や画素面積の減少に伴い、オンチ
ップレンズを設けた構成においても、受光領域の位置によって光の入射角度が異なり、そ
れが、周辺画素の受光光量の低減につながる場合がある。更に、１つの画素が受光できる
光量が光電変換素子の面積の減少に伴い減少し、また、画素周期の縮小に伴って斜め入射
光に対する感度の低下が著しくなる。図１は撮像装置の画素領域を示しており、図２は単
位画素の断面図を示している。単位画素は、半導体基板内に形成された光電変換素子と、
本例ではメタル層（第１の配線層）１、メタル層（第２の配線層）２、最上メタル層（第
３の配線層）３、および第１の絶縁層４、平坦化のために設けられた有機材料層５とカラ
ーフィルタ層６、オンチップレンズ７から構成される。ここで、図１中のＡ点（受光領域
の中央部）、Ｂ点（受光領域の周辺部）における画素に光が入射する様子を図３Ａ、図３
Ｂに模式的に示す。図３Ｂでは中心部に比べて光軸が角度をもっているため、オンチップ
レンズが画素に対して偏心されている。ここでは図中に示される光軸に平行な入射光成分
を示しているが実際には光軸に対して角度をもった入射光成分も存在し、入射光の角度分
布を考慮した偏心量が決定されている。ここで、図３Ａ、図３Ｂの比較により、図３Ｂで
は入射光を光電変換素子の受光領域に集光できず、感度が低下する。これは、撮像装置の
画素領域において中央部の画素は感度が高く、端部の画素は感度が低い、すなわち周辺光
量低下という問題となる。
【０００４】
　この問題点を改善するために光電変換装置表面に形成する光電変換素子上に層内レンズ
を形成した光電変換装置が特許文献２，３に開示されている。
【０００５】
　ここで、本明細中において、“層内レンズ”とは、“光電変換装置表面（受光面を有す
る半導体基板表面）と空気界面の間にあり、層間膜中にあるレンズ構造”と定義する。カ
ラーフィルタに接して設けられていてもよい。
【０００６】
　従来の層内レンズを有する光電変換装置の例を特許文献２を引用して図４に示す。４０
１が層内レンズである。図４に示した構造とすることにより、図１中のＡ点、Ｂ点におけ
る画素に光が入射する様子は図５Ａ、図５Ｂのようになる。図５Ｂと図３Ｂとの比較にお
いて、図５Ｂでは層内レンズ構造により半導体基板とレンズ間の距離を小さくすることが
でき、斜め入射光に対する感度落ちを低減させる、すなわち撮像装置の周辺光量落ちを低
減することが可能である。
【特許文献１】特開平０４－０４４２６７号公報
【特許文献２】特開平１１－０４０７８７号公報
【特許文献３】アメリカ合衆国特許公報６２２１６８７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　ここで、層内レンズに要求される条件として、次のような項目が挙げられる。層内レン
ズが集光能力を有するためには、層内レンズの屈折率は層内レンズの直上層の屈折率と異
なる必要がある。屈折率１．４～１．７の有機材料で形成されることが多く、層内レンズ
の材料としては、これらに対して十分な屈折率差を有するシリコン窒化膜（屈折率２程度
）が好適に用いられる。
【０００８】
　しかしながら、このように屈折率の大きな材質による層内レンズを形成する場合に、光
の多重干渉による影響という問題がある。これは、半導体基板表面の反射光成分が層内レ
ンズ下面において再反射することによって干渉成分となることによって生じるものであり
、図６に示すように波長－透過率特性上でうねりをもつ。撮像装置のチップ内で半導体基
板表面から層内レンズ下面までの距離が分布を持つことにより波長－透過率特性上のうね
りがチップ内で分布を持つこととなる。これは、すなわちイメージセンサの特性としては
、チップ内において色にムラが生じる。特に、第１の絶縁層４をＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）で平坦化を行ったときに第１の絶縁層
４の厚さがチップ内で分布をもつ場合があり、特に問題が顕著となることがあることを見
出した。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、光電変換素子を有する半導体
基板と、半導体基板の上に配された配線層と、配線層の上に配され、ＣＭＰによって平坦
化が施された絶縁層と、絶縁層の上に配され、絶縁層よりも高い屈折率を有する絶縁膜と
、を有する固体撮像装置において、絶縁層の上面に接し、絶縁膜の下面に接して配された
第１の反射防止膜と、半導体基板の上に、半導体基板に接して配された第２の反射防止膜
と、を有することを特徴とする。また、本発明は、光電変換素子を有する半導体基板と、
半導体基板の上に配された配線層と、配線層の上に配され、ＣＭＰによって平坦化が施さ
れたシリコン酸化膜と、シリコン酸化膜の上に配された第１のシリコン窒化膜と、を有す
る固体撮像装置において、シリコン酸化膜の上面に接して、第１のシリコン窒化膜の下面
に接して配されたシリコン酸窒化膜と、半導体基板の表面に接して配されたシリコン酸化
膜と、シリコン酸化膜の上面に接して配された第２のシリコン窒化膜と、を有することを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、屈折率の大きな材質による層内レンズを形成した場合に顕著となる波
長－透過率特性上のうねりを軽減することが可能となり、撮像装置の色ムラ特性を悪化さ
せることなく層内レンズ構造による光学特性の向上を得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　上述したように層内レンズとは、光電変換装置表面、つまり光電変換装置と空気界面よ
りも半導体基板側に形成されたレンズ構造と定義する。具体的には、光電変換をなす受光
部の直上において層間膜中に形成される集光機能を有する部材である。
【００１２】
　本発明の特徴とする構成は、層内レンズと最上配線層の間に配された絶縁層との界面で
起こる反射が小さくなるように、この層内レンズと絶縁層の間に界面における反射を低減
させるための反射防止膜を設けるものである。特に、通常用いられる光電変換素子が光電
変換可能な入射波長に対して、好適に界面での反射を低減させるために、その膜厚を０．
０５～１．０μｍとしたものである。以下具体的に実施例をあげて本発明の特徴となる構
成を詳細に説明する。なお本発明において、配線、層の位置関係の説明で“上”、“下”
とした場合には、下とはその構造体に対して半導体基板側の方向を示し、上とはその構造
体に対して半導体基板から離れていく方向を示す。以下実施例において配線層の数は全て
３層で説明するが、これに限られるものではなく、センサの形態に応じて、単層や更に配
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線を増やすことも可能である。
【００１３】
　［実施例１］
　本発明の第１の実施例を図７にて説明する。背景技術において説明した、図２の構成と
同様の機能を有する場合には、同様の符号を付し説明は省く。本図は単位画素の断面図で
ある。半導体基板上に形成された光電変換素子と、第１の配線層１、第２の配線層２、お
よび最上配線（第３の配線）層とを有し、最上配線層３上に、層間絶縁層としてのシリコ
ン酸化膜４（屈折率１．４～１．５）、シリコン窒化膜からなる層内レンズ１０（屈折率
１．９～２．１）を有し、層内レンズとシリコン酸化膜間に界面での反射を低減させるた
めの反射防止膜９を配している。層内レンズ１０の直上にシリコン酸化膜と異なる屈折率
を有する平坦化膜として形成される有機材料層５、該有機材料と同一の屈折率を有する有
機材料より成るカラーフィルタ６、更に同一の屈折率を有する平坦層７とオンチップレン
ズ８により構成される光電変換装置である。そして、反射防止層の膜厚が０．０５μｍ～
１．０μｍである。ここで反射防止層とは、近接する膜と異なる屈折率を有し、膜と膜の
界面で起こる反射を低減させることを目的として用いられるものである。
【００１４】
　本実施例においては、発明の基本構成、すなわち層内レンズと、該層内レンズと最上配
線層上に設けられた層間絶縁層としてのシリコン酸化膜間に設けられた絶縁層（酸窒化シ
リコン膜）を有する構成に、更に層内レンズ上にカラーフィルタを形成する際の平坦化膜
としての有機材料膜、カラーフィルタ、オンチップレンズを形成する際の平坦化膜、オン
チップレンズを含んだ構成となっている。
【００１５】
　ここで、特許文献３においては、シリコン窒化膜より成る層内レンズ構造を形成すると
ともに、層内レンズの下に応力によるストレスの緩和層として酸窒化シリコン膜が２．５
μｍ～３．５μｍの膜厚で形成される。
【００１６】
　しかし、半導体基板から層内レンズの距離を小さくすることが光学特性向上の要点とな
ることを考慮するに、層内レンズの下に形成する膜は可能な限り薄いことが望ましい。
【００１７】
　本発明で反射防止層として用いられる酸窒化シリコン膜の膜厚Ｄの条件は、
　　２・ｎ・Ｄ＝λ／２・（２・ｋ－１）
（λ：波長，ｎ：酸窒化シリコン膜の屈折率，ｋ：任意の自然数）
の反射防止条件を満たす膜厚Ｄである。酸窒化シリコン膜の屈折率が１．６～１．８程度
であり、波長が可視光のおよそ０．４μｍ～０．８μｍであることを考慮すると、反射防
止条件を満たす最低膜厚（上式でｋ＝１に対応）は、およそ０．０５μｍ～０．１μｍ程
度となる。光学特性、反射防止条件、製造ばらつきを考慮することにより、反射防止層と
して用いられる酸窒化シリコン膜の膜厚は０．０５μｍ～１．０μｍに設定することが望
ましい。
【００１８】
　本例では反射防止層の膜厚は波長－透過率特性上のうねりが大きく、かつ撮像装置の特
性上重要である波長０．７μｍ付近で反射防止条件を満足する０．１μｍ、０．３μｍ、
あるいは０．５μｍ程度とした。この場合の波長－透過率特性を図８に示す。図６と比較
して波長－透過率特性上のうねりが軽減されていることが確認される。本例においては波
長０．７μｍ付近での反射防止条件を満足するよう設定されているが、本発明は撮像装置
の用途、あるいは半導体基板内の分光感度特性により他の波長での最適化も考えられるも
のであり、層内レンズと最上配線上の絶縁層との界面における反射を低減するものであれ
ばよい。
【００１９】
　［実施例２］
　本発明の第２の実施例を図９にて説明する。本図は単位画素の断面図である。第１の実
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施例との差異は表面にオンチップレンズが形成されていない本図で示される構造において
も本発明は有効である。
【００２０】
　［実施例３］
　本発明の第３の実施例を図１０にて説明する。本図は単位画素の断面図である。第１の
実施例と異なる点は、更に、半導体基板表面に第２の反射防止膜が形成されている点であ
る。本例では、半導体基板にシリコンが用いられる。第２の反射防止膜はシリコン基板表
面のシリコン酸化物およびシリコン酸化物上に形成されるシリコン窒化物より成る。その
膜厚は各々およそ５ｎｍ～１００ｎｍの範囲となっている。この第２の反射防止膜により
半導体基板表面の反射光成分すなわち干渉成分を低減することができ、さらに波長－透過
率特性上のうねりを軽減することが可能となる。ただし、ここで用いられる反射防止膜は
、層内レンズ下に用いられる第１の反射防止膜とは異なる層構成となっている。これは、
第１の反射防止膜は、入射光及び第１の反射防止膜を透過した後に、第１の反射防止膜よ
りも下層の界面によって反射された反射光に対しても反射防止の機能を有している必要が
あり、第２の反射防止膜は、該第２の反射防止膜を透過した後には、半導体基板内の受光
部等により、光は吸収されて光電変換されるため、第２の反射防止膜よりも下層（半導体
基板）からの反射光を考慮する必要がないためである。すなわち、第一の反射防止膜は図
６で示したような波長－透過率特性を改善するために設けられており、第２の反射防止膜
はこの必要がないために構造が異なるのである。本発明は他の構成の反射防止膜にも適用
されるものである。
【００２１】
　（デジタルカメラへの応用）
　図１１は、本発明による固体撮像装置をカメラに応用する場合の回路ブロックの例を示
したものである。撮影レンズ１００２の手前にはシャッター１００１があり、露出を制御
する。絞り１００３により必要に応じ光量を制御し、固体撮像装置１００４に結像させる
。固体撮像装置１００４から出力された信号は信号処理回路１００５で処理され、Ａ／Ｄ
変換器１００６によりアナログ信号からディジタル信号に変換される。出力されるディジ
タル信号はさらに信号処理部１００７で演算処理される。処理されたディジタル信号はメ
モリ１０１０に蓄えられたり、外部Ｉ／Ｆ１０１３を通して外部の機器に送られる。固体
撮像装置１００４、撮像信号処理回路１００５、Ａ／Ｄ変換器１００６、信号処理部１０
０７はタイミング発生部１００８により制御される他、システム全体は全体制御部・演算
部１００９で制御される。記録媒体１０１２に画像を記録するために、出力ディジタル信
号は全体制御部・演算部で制御される記録媒体制御Ｉ／Ｆ部１０１１を通して、記録され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】イメージセンサの画素領域を示す概念図である。
【図２】単位画素の断面図である。
【図３】図２の単位画素に光が入射する様子を示した概念図である。
【図４】層内レンズを有する単位画素の断面図である。
【図５】図３の単位画素に光が入射する様子を示した概念図である。
【図６】従来技術における入射光の波長と透過率との関係を示したグラフである。
【図７】本発明の第一の実施例を説明する単位画素の断面図である。
【図８】本発明の入射光の波長と透過率との関係を示したグラフである。
【図９】本発明の第二の実施例を説明する単位画素の断面図である。
【図１０】本発明の第三の実施例を説明する単位画素の断面図である。
【図１１】第一～第三の実施例の光電変換装置を用いた撮像システムを示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
【００２３】
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　１　第一の配線層
　２　第二の配線層
　３　第三の配線層
　４　絶縁層
　５　第一の平坦化層
　６　カラーフィルタ
　７　第二の平坦化層
　８　オンチップレンズ
　９　反射防止膜
　１０、４０１　層内レンズ
　１００１　シャッター
　１００２　撮影レンズ
　１００３　絞り
　１００４　固体撮像装置
　１００５　信号処理回路
　１００６　Ａ／Ｄ変換器
　１００７　信号処理部
　１００８　タイミング発生部
　１００９　制御部・演算部
　１０１０　メモリ部
　１０１１　インターフェース部
　１０１２　記録媒体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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